
（３～５については、改善が必要です）

（３～５については、改善が必要です）

（７については、改善が必要です）

（２、３については改善が必要です）

※年次有給休暇の法定の付与日数表（週所定労働日数が５日以上、
　又は、週所定労働時間が30時間以上の労働者の場合。）

（２については、改善が必要です）

（２、３については、改善が必要です）

（２については、改善が必要です。）

【支払う賃金(A)と地域別最低賃金（B)の比較方法】

（時給制の場合）

（日給制、週給制、月給制の場合）

（２、３については改善が必要です。）

時間外労働・深夜労働について

（２、３については改善が必要です。）

時間外労働が60時間を超えた場合

（２、３については改善が必要です。）

休日労働について

（２、３については改善が必要です。）

1 2

４週４日 ４週３日以下

取得日数が法定を下回っている

2

法定どおりの年次有給休暇を取
得させている

4 5 6 7

1.5

16 18

6.5以上

36協定を締結し、
労基署に届け出て
いる

11 12 14

勤続年数 0.5

36協定を締結して
いるが、労基署に
届け出ていない

36協定を締結して
いない

協定の対象外
（契約上、時間外労
働を想定していない
等）

雇用保険 健康保険 厚生年金保険

９　雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入
　当該指定管理施設で勤務する従業員は、雇用保
険、健康保険及び厚生年金保険に加入しています
か。
　また、未加入者がいる場合は、その理由を記載してく
ださい。

※調査対象となる従業員は、雇用形態（正社員、派遣
社員、契約社員、パートタイマー等)に関わらず、当該
指定管理施設において指定管理者と雇用契約を結ぶ
指定管理業務にもっぱら従事する従業員(令和○年３
月末における業務全体のうち、当該業務の割合が概
ね50％以上の従業員)となります。

加入数 未加入数 加入数 未加入数 加入数 未加入数
従業員数

厚生年金保険

未加入者がいる理由

雇用保険

健康保険

8 8 8 8

保険の名称

別紙５

労 働 条 件 等 自 主 点 検 表

施設名称

指定管理者名

２　就業規則
　就業規則（労働時間、休日、休憩、休暇、賃金の定
め方及び支払方法、退職（解雇の事由を含む。）等、
労働条件の具体的細目を定めた規則）を作成していま
すか。また、就業規則の内容が実際の勤務の状況に
合っていますか。

　常時１０人以上の労働者(パートタイム労働者を含
む。）を使用する事業場では、就業規則を作成し、所轄
労働基準監督署長へ届け出なければなりません。（法
第８９条）
　また、常時各作業場の見やすい場所への掲示、備
付け、書面の交付又は電子機器の設置等により労働
者に周知させなければなりません。（法第１０６条）

常時使用す
る労働者は
10人未満で
ある。

常時使用する労働者が10人以上である

作成して監
督署に届け
出てあり、
内容も実情
に合ってい
る

作成して監
督署に届け
出てある
が、内容が
実情に合っ
ていない

作成してあ
るが、監督
署に届け出
ていない

　  ※　次の確認事項について、「指定管理者による確認結果」欄の該当する箇所に○又は必要事項の記載をお願いします。

確認事項 指定管理者による確認結果

１　労働条件の明示
　労働契約を締結するに当たり、労働時間、賃金、退
職（解雇の事由を含む。）、安全衛生等の労働条件を
労働者に対し明示していますか。この場合において、
労働時間、賃金等に関する事項について書面を交付
していますか。

　労働契約の締結時には、パートタイム労働者を含む
すべての労働者に対し労働時間、賃金、退職（解雇の
事由を含む。）、安全衛生等の労働条件を明示しなけ
ればなりません。特に、労働契約期間、有期労働契約
を更新する場合の基準、始業・終業の時刻、所定時間
外労働の有無等、約定賃金の決定、計算、支払の方
法及び賃金の締切り、支払の時期等、退職（解雇の事
由を含む。）については、書面を交付しなければなりま
せん。（労働基準法（以下「法」という　　　。）第１５条）

就業規則、
労働条件通
知書を交付
して労働条
件全般につ
いて明示し
ている

労働条件全
般について
口頭で明示
するととも
に、労働時
間、賃金等
に関する事
項について
は書面を交
付している

労働条件全
般について
口頭で明示
している
が、書面の
交付はして
いない

労働時間、
賃金等の労
働条件の一
部について
のみ口頭で
明示してい
る

労働契約締
結時には明
示していな
い

1

ザ・テラスホテルズ株式会社

作成してい
ない

1 2

令和7年度対象年度万国津梁館

2 3 4 5

4 53

週休１日制 その他

完全(毎週) 月３回 隔週 月１～２回 週１日

３　所定休日
　所定休日をどのように定めていますか。
　
　休日は少なくとも毎週１日又は４週間を通じ４日を与
えなければなりません。（法第３５条）

週休2日制

1 2 3

確認事項 指定管理者による確認結果

年によって行った
り行わなかったり
一定しない

行ったことがない

1 2 3

20

1

付与日数 10

４　年次有給休暇
　年次有給休暇についてはどのように取り扱っていま
すか。

　年次有給休暇は、６ヶ月間継続勤務し、全労働日の
８割以上を出勤した労働者については１０労働日、以
降１年ごとに付与日数を増加しなければなりません。
（法第３９条）
　

　

　
　年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対し
て、年５日の年休を取得させていますか。（法第３９条）
　

※なお、月30時間未満の労働者は比例付与することとされています。

６　最低賃金
　地域別最低賃金以上の賃金を支払っていますか。
　
　なお、地域別最低賃金には次の賃金は含まれませ
ん。
　　　①臨時に支払われる賃金（結婚手当等）
　　　②１月を超える期間ごとに支払われる賃金
         （賞与等）
　　　③所定外・休日・深夜の労働に対して支払われ
　　　　 る割増賃金
　　　④精皆勤手当、通勤手当、家族手当

支払っている 支払っていない

1 2

3 4

２割５分以上の
割増率にしてい
る

２割５分未満の
割増率にしてい
る

時間外労働又は深
夜労働をさせてい
るが、支払ってい
ない

時間外労働及び深
夜労働をさせてい
ない

３割５分以上の
割増率にしてい
る

３割５分未満の
割増率にしてい
る

休日労働をさせ
ているが、支
払っていない

休日労働をさせ
ていない

５割以上の割増
率にしている

５割未満の割増
率にしている

60時間超える時間
外労働をさせてい
るが、支払ってい
ない

60時間超える時間
外労働をさせてい
ない

1 2 3 4

確認事項 指定管理者による確認結果

５　健康診断
　定期健康診断を実施していますか。

　常時使用する労働者については、年１回定期に健康
診断を行わなければなりません。（労働安全衛生規則
第４４条）
　なお、深夜業を含む業務等に常時従事する労働者に
対しては６月以内ごとに１回定期に健康診断を行わな
ければなりません。（労働安全衛生規則第４５条）

毎年１回以上定期
的に行っている

5.5

1

3 4

法定どおりの年次有給
休暇を与えている

年次有給休暇を与えて
いるが、付与日数が法
定を下回っている

年次有給休暇を与えて
いない

1 2 3

2.5 3.5 4.5

７　時間外・休日労働協定の締結
　時間外及び休日の労働を行わせる場合に必要
となる労使協定（３６協定）を締結し、労働基準監督署
に届け出ていますか。

　
　使用者は、従業員の代表者などと書面による協定を
し、労働基準監督署に届け出た場合においては、その
協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は
休日に労働させることができる。（法第３６条）

2 3 4

８　割増賃金
　時間外労働・休日労働又は深夜労働を行わせた場
合に、その時間に対する割増賃金は、どのように支
払っていますか。

　法定労働時間を超える時間外労働については、２割
５分以上、月の時間外労働が60時間を超えた場合に
ついては、５割以上、法定休日における休日労働につ
いては３割５分以上、深夜労働（午後10時から翌日午
前５時の間の労働をいいます。）については２割５分以
上の割増賃金を支払わなければなりません。（法第３
７条）

※割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤
手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支
払われた賃金、一箇月を超える期間ごとに支払われる
賃金は算入しません。

1 2

日、週、月等

によって定め

られた賃金

当該期間における所定労

働時間数（日、週、月によっ

て所定労働時間が異なる

場合には、それぞれ１週間、

４週間、１年間の平均所定

労働時間数）

地域別

最低賃金

（時間額）÷ ≧

(A)

(B)

時間によって定

められた賃金

（時間給）

地域別

最低賃金

（時間額）≧

(A) (B)


